
海の安全情報スマートフォン用サイト →
（こちらから登録して下さい）

海の安全情報メール配信サービス →

（空メールを送信して登録して下さい）

写真はイメージです

今年に入り、第四管区海上保安本部管内において、小型船同士の衝突が８隻発生。これは過去５年
間で最多のペースで発生していることになります。
言うまでもなく、ひとたび事故が発生すれば、財産の損害だけでなく、刑事・民事でもその責任を問わ
れることになります。
「あの時、見張りをしていれば」と後悔する前に、今一度、「船員の常務」として「見張りの徹底」を！！

携帯見てました。

錨泊船だから見張り
しなくてもいいものと・・。
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相手船が
避けてくれる
だろうと・・。
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眠たくて。気が付くと・・。 相手船との距離は
十分かと・・。

知ってる海域だから

写真は、イメージです。

他
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、
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え
て
ま
し
た
。
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http://www7.kaiho.mlit.go.jp/micsmail/reg/touroku.html
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